
○渡島廃棄物処理広域連合職員の旅費に関する条例 

 （平成１８年２月１日条例第１号） 

改正 （平成１９年２月２６日条例第３号） 

改正 （平成２８年３月３１日条例第３号） 

（目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号。以下「法」という。）

第 24 条第５項の規定に基づき、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対

し、支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（調整） 

第２条 任命権者は、派遣職員の旅費について当該職員の派遣元市町村の他の職員と

の均衡上必要があると認めたときは、調整を行うことができる。 

（北斗市条例の準用） 

第３条  前条に定めるもののほか、この条例の施行については北斗市職員の旅費に関

する条例（平成 18 年北斗市条例第 41 号）の関係規定を準用する。この場合におい

て、当該条例中「北斗市」とあるのは「渡島廃棄物処理広域連合」と、「市」とあ

るのは「広域連合」と、「市長」とあるのは「広域連合長」と読み替えるものとす

る。 

２ 特別職の旅費については、前項の規定にかかわらず、北斗市特別職の職員の給与

に関する条例（平成 18 年北斗市条例第 35 号）第３条の規定を準用する。この場合

において、当該条例中「市長」とあるのは「広域連合長及び関係市町の長のうちか

ら選任された副広域連合長」と、「副市長」とあるのは「関係市町の副市町長のう

ちから選任された副広域連合長」と、「市長等」とあるのは「広域連合長等」と読

み替えるものとする。 

附 則 

この条例は、平成 18 年２月１日から施行する。 

附 則（平成 19 年２月 26 日条例第３号） 

この条例は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28 年３月 31 日条例第３号） 

この条例は、平成 28 年４月１日から施行する。 
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